
  宇管協第３１号 

令和７年９月１９日 

 

会員企業代表者 各位 

 

                  (一社)宇都宮工業団地総合管理協会 

                    福利厚生委員会 
          委員長 和 田  克 己 
                (㈱スズテック） 
 

                     
 

 第１７回ひらいで工業団地「ハイキング」の開催について 

 

 爽秋の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素より、当管理協会の各委員会事業につきましては、格別なるご理解とご協力を賜り厚く 

お礼申し上げます。 

 さて、今年度は従来の「ゴミクリーン作戦と歴史散歩」を、福利厚生事業として「ハイキン

グ」を単独で下記のとおり開催することといたしました。つきましては、従業員の皆様にご参

加いただけますよう、周知についてご協力方よろしくお願いいたします。 

 なお、参加希望の企業様は、別紙申込書により１０月１５日(水)までに、メール等にて当管 

理協会へお申し込み下さいますようお願いいたします。 

※申込書は、管理協会ＨＰの「申請・届出等の様式のダウンロード」からも入手できますの 

で、ご活用下さい。 

記 

１．日時 

   令和７年１１月９日(日）９時４５分～１２時２５分頃 (雨天の場合中止) 

２．集合場所（開会式もここで行います） 

 宇都宮市役所本庁舎東駐車場の北側 (みどりの小径) 

３．閉会式 

 まちかど広場 (レディオベリーの西側、市中央生涯学習センター南側) 

４．主な内容・スケジュール 

   (1)開会式  （９時４５分～１０時） 

   (2)ハイキング／清巌寺、蒲生神社、栃木県庁など （１０時～１２時１０分） 

   (3)閉会式  （１２時１５分頃） 

５．参加者 

   宇都宮工業団地管理総合協会 会員企業の従業員及びその家族   

６．事前打合せ会議 

   日時：令和７年１０月２２日(水) 午後３時～ (１時間程度) 

管理協会大会議室 

   内容：実施要領、各担当(係)と役割等 

      ※必ず各企業から１名の出席をお願いします 

    

                 

 

 

(問合せ先) 

(一社)宇都宮工業団地総合管理協会 

TEL ６６１－１０３３  



 
第 1７回ひらいで工業団地「ハイキング」実施要領 

宇都宮工業団地福利厚生委員会事業 
 

◎目的 

 会員企業（１２７社）に働く方やその家族等の参加を得ながら、市内名跡等のハイキン

グ等を行うことにより、会員企業及び従業員の福利厚生の向上に資することは元より、家

族の絆の深化や健康の増進、教養を高めることなどを目的とする。 

 

○実施日及び行程、予定時間等 

１. 日時･行先   令和７年１１月９日（日）９時４５分～１２時２５分 

(雨天の場合中止) 

                     宇都宮市内中心部（大通り、塙田など） 

２. 集合場所    宇都宮市役所本庁舎東駐車場の北側（みどりの小径） 

※10/22(水)の打合せにマップ配付 (駐車場含む) 

 ３. 駐車場    宇都宮市役所東駐車場、南駐車場、北駐車場 

  （注） 利用時間 午前９時～  

 ４. 受付開始    ９時２０分～  

 ５. 開会式       ９時４５分～１０時００分（集合場所にて行います） 

 ６. 行程及び予定時間 １０時～１２時１０分（全 4.0 ㎞／市役所駐車場まで） 

（うつのみやｼﾃｨｶﾞｲﾄﾞ協会のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞさんと一緒に歩きます）  

 

       (10:00～)      1500m    (10:25～10:40) 1200ｍ   (11:00～11:25)  350ｍ 

市役所東駐車場････････→ 清巌寺(鉄塔婆) ････････→ 蒲生神社 ･････→ 
の北側(みどりの小径) 

 
(11:30～12:00) 650ｍ  (12:10)     (12:15～12:25)    600ｍ(約 10 分) 

栃木県庁 ････････→ まちかど広場／閉会・解散   ････→ 市役所駐車場   

                                

 ７. 閉会式   １２時１５分～ （まちかど広場／ﾚﾃﾞｨｵﾍﾞﾘｰ西側、市中央生涯学習センター南側） 

   ・閉会式終了後、企業代表者にクオカード(昼食として)と飲料等を配付 

（参加者の内、クオカードは３歳以上） 

    お菓子は、１歳から高校生までを対象 

 

８. その他                     

   ・当日は、協会で傷害保険をかけていますが、自宅 ⇔６の行程が対象です。  

      但し、まちかど広場から中心市街地で食事など、上記の行程を外れた場合、 

その時点で保険対象となりませんのでご承知願います。 
     


